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各課共通（行政経営企画
課）
（女性相談所）

女性相談所長
公の施設の利用の承認又は
許可の取消

福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）（障がい者更生相談
所）

障がい者厚生相談所
長

公の施設の利用の承認又は
許可の取消

福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（障がい者支援施設）

指定管理者
公の施設の利用の承認又は
許可の取消

福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ×

各課共通（行政経営企画
課）
（公共職業能力開発施設）

高等技術専門校長
公の施設の利用の承認又は
許可の取消

福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（工業技術センター）

工業技術センター所
長

公の施設の利用の承認又は
許可の取消

福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（農業大学校）

農業大学校長
公の施設の利用の承認又は
許可の取消

福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（農林業総合試験場）

農林業総合試験場長
公の施設の利用の承認又は
許可の取消

福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（水産海洋技術センター）

水産海洋技術セン
ター所長

公の施設の利用の承認又は
許可の取消

福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（女性相談所）

女性相談所長 公の施設の利用の中止
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（障がい者更生相談所）

障がい者厚生相談所
長

公の施設の利用の中止
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（障がい者支援施設）

指定管理者 公の施設の利用の中止
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ×

各課共通（行政経営企画
課）
（公共職業能力開発施設）

高等技術専門校長 公の施設の利用の中止
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（工業技術センター）

工業技術センター所
長

公の施設の利用の中止
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（農業大学校）

農業大学校長 公の施設の利用の中止
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（農林業総合試験場）

農林業総合試験場長 公の施設の利用の中止
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（水産海洋技術センター）

水産海洋技術セン
ター所長

公の施設の利用の中止
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（女性相談所）

女性相談所長 過料
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第９条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（障がい者更生相談所）

障がい者厚生相談所
長

過料
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第９条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（障がい者支援施設）

指定管理者の長 過料
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第９条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（公共職業能力開発施設）

高等技術専門校長 過料
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第９条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（工業技術センター）

工業技術センター所
長

過料
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第９条 ○ ○ ×
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各課共通（行政経営企画
課）
（農業大学校）

農業大学校長 過料
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第９条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（農林業総合試験場）

農林業総合試験場長 過料
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第９条 ○ ○ ×

各課共通（行政経営企画
課）
（水産海洋技術センター）

水産海洋技術セン
ター長

過料
福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第９条 ○ ○ ×

税務課 知事 計器取扱人の指定取消
福岡県証紙代金収納計
器取扱規則

第６条 × × ×

総務事務厚生課 知事
事実婚を事由とする扶助料
の失権処分

福岡県退職年金条例 第５条 × × ○ 公開済 ○

総務事務厚生課 知事
恩給支給権調査に関する申
立書の未提出による受給差
止め

福岡県退職年金条例 第５条 × × ○ 公開済 ○

総務事務厚生課 知事
事実婚を事由とする扶助料
の失権処分

福岡県通算年金条例 第９条第５項 × × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事 過料

福岡県における性暴力
を根絶し、性被害から
県民等を守るための条
例

第２２条 × × ×

青少年育成課 知事
携帯電話インターネット接
続役務に関する書面交付等
勧告内容の公表

福岡県青少年健全育成
条例

第１５条の２第８項 × × ×

青少年育成課 知事
有害図書類の陳列場所の変
更等命令

福岡県青少年健全育成
条例

第１６条の２第３項 × × ○ 公開済 ○

青少年育成課 知事 有害広告物の除去命令
福岡県青少年健全育成
条例

第１８条第５項 × × ○ 公開済 ○

青少年育成課 知事
図書類等自動販売機等営業
の停止

福岡県青少年健全育成
条例

第２３条の２ × × ○ 非公開

青少年育成課 知事
風俗関連類似営業に係る広
告物の除去等命令

福岡県青少年健全育成
条例

第２８条第４項 × × ○ 公開済 ○

健康増進課 知事 調理師試験合格の取消 調理師法施行細則 第８条 × × ○ 公開済

健康増進課こころの健康づ
くり推進室

知事 受診命令
福岡県飲酒運転撲滅運
動の推進に関する条例

第８条第４項 × × ×

健康増進課こころの健康づ
くり推進室

知事 過料
福岡県飲酒運転撲滅運
動の推進に関する条例

第３７条第１項 × × ×

生活衛生課 知事 ふぐ処理師免許取消等 福岡県ふぐ取扱条例 第１１条第１項 ○ × ○ 公開済

生活衛生課
筑紫保健福祉環境事
務所長

ふぐ処理師免許取消等 福岡県ふぐ取扱条例 第１１条第１項 ×

生活衛生課
粕屋保健福祉事務所
長

ふぐ処理師免許取消等 福岡県ふぐ取扱条例 第１１条第１項 ×

生活衛生課
糸島保健福祉事務所
長

ふぐ処理師免許取消等 福岡県ふぐ取扱条例 第１１条第１項 ×

生活衛生課
宗像・遠賀保健福祉
環境事務所長

ふぐ処理師免許取消等 福岡県ふぐ取扱条例 第１１条第１項 ×

生活衛生課
嘉穂・鞍手保健福祉
環境事務所長

ふぐ処理師免許取消等 福岡県ふぐ取扱条例 第１１条第１項 ×

生活衛生課
田川保健福祉事務所
長

ふぐ処理師免許取消等 福岡県ふぐ取扱条例 第１１条第１項 ×

生活衛生課
北筑後保健福祉環境
事務所長

ふぐ処理師免許取消等 福岡県ふぐ取扱条例 第１１条第１項 ×

生活衛生課
南筑後保健福祉環境
事務所長

ふぐ処理師免許取消等 福岡県ふぐ取扱条例 第１１条第１項 ×

生活衛生課
京築保健福祉環境事
務所長

ふぐ処理師免許取消等 福岡県ふぐ取扱条例 第１１条第１項 ×

生活衛生課 知事 試験の停止又は合格の取消
福岡県ふぐ取扱条例施
行規則

第６条 × × ○ 公開済

生活衛生課 （生活衛生課）
動物の飼い主又は所有者へ
の措置命令

福岡県動物の愛護及び
管理に関する条例

第８条 ○ ○

生活衛生課
筑紫保健福祉環境事
務所長

動物の飼い主又は所有者へ
の措置命令

福岡県動物の愛護及び
管理に関する条例

第８条 ×

生活衛生課
粕屋保健福祉事務所
長

動物の飼い主又は所有者へ
の措置命令

福岡県動物の愛護及び
管理に関する条例

第８条 ○ 公開済 ○

生活衛生課
糸島保健福祉事務所
長

動物の飼い主又は所有者へ
の措置命令

福岡県動物の愛護及び
管理に関する条例

第８条 ○ 公開済 ○

生活衛生課
宗像・遠賀保健福祉
環境事務所長

動物の飼い主又は所有者へ
の措置命令

福岡県動物の愛護及び
管理に関する条例

第８条 ×

生活衛生課
嘉穂・鞍手保健福祉
環境事務所長

動物の飼い主又は所有者へ
の措置命令

福岡県動物の愛護及び
管理に関する条例

第８条 ○ 公開済 ○

生活衛生課
田川保健福祉事務所
長

動物の飼い主又は所有者へ
の措置命令

福岡県動物の愛護及び
管理に関する条例

第８条 ○ 公開済 ○

生活衛生課
北筑後保健福祉環境
事務所長

動物の飼い主又は所有者へ
の措置命令

福岡県動物の愛護及び
管理に関する条例

第８条 ×
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生活衛生課
南筑後保健福祉環境
事務所長

動物の飼い主又は所有者へ
の措置命令

福岡県動物の愛護及び
管理に関する条例

第８条 ○ 公開済 ○

生活衛生課
京築保健福祉環境事
務所長

動物の飼い主又は所有者へ
の措置命令

福岡県動物の愛護及び
管理に関する条例

第８条 ×

生活衛生課 知事
クリーニング師試験の停
止・合格の取消

クリーニング業法施行
細則

第７条 × × ○ 公開済

生活衛生課 知事
製菓衛生師試験の停止又は
合格の取消

製菓衛生師法施行細則 第５条第１項 × × ×

薬務課 知事
特定危険薬物の製造、販売
等の中止命令等

福岡県薬物の濫用防止
に関する条例

第２０条第１項 × × ×

薬務課 知事
特定危険薬物の製造、販売
等の中止命令等

福岡県薬物の濫用防止
に関する条例

第２０条第２項 × × ×

障がい福祉課 知事
心身障害者扶養共済年金管
理者の変更

福岡県心身障害者扶養
共済制度条例

第８条第５項 × × ×

障がい福祉課 知事 年金の支給停止
福岡県心身障害者扶養
共済制度条例

第９条 × × ×

障がい福祉課 知事
年金給付の支払の一時差し
止め

福岡県心身障害者扶養
共済制度条例

第１０条 × × ×

障がい福祉課 知事 年金等の支給制限
福岡県心身障害者扶養
共済制度条例

第１４条 × × ×

障がい福祉課 知事 年金等の返還
福岡県心身障害者扶養
共済制度条例

第１５条 × × ×

障がい福祉課 知事 年金加入者の資格の喪失
福岡県心身障害者扶養
共済制度条例

第１６条第１項 × × ×

障がい福祉課 知事
口数追加加入者の資格の喪
失

福岡県心身障害者扶養
共済制度条例

第１６条第２項 × × ×

職業能力開発課
障害者職業能力開発
校長

障害者職業能力開発校にお
ける訓練生の退校等

福岡県職業能力開発促
進条例施行規則

第１１条 ○ × ×

職業能力開発課 高等技術専門校長
高等技術専門校における訓
練生の退校等

福岡県公の施設の設置
及び管理に関する条例

第６条・第２２条 ○ × ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長

×

環境保全課 知事 ばい煙に係る改善命令
福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第１７条 × ○ ×

環境保全課 知事
粉じんに係る基準適合命令
等

福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第１８条 × ○ ×

環境保全課 知事
汚水に係る特定施設の使用
停止、改善命令等

福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第２５条 × ○ ×

環境保全課 知事
有害物質を含む水の地下浸
透停止命令等

福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第３０条 × ○ ×

環境保全課 知事 地下水浄化命令
福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第３１条第１項 × × ×

環境保全課 知事 地下水浄化命令
福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第３１条第２項 × × ×

環境保全課 知事 事故時の応急措置命令等
福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第３２条第２項 × ○ ×

環境保全課 知事
事故による被害防止措置命
令等

福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第３３条第１項 × ○ ×

環境保全課 知事
振動に係る特定施設の改善
命令等

福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第３６条第２項 × × ×

環境保全課 知事 屋外焼却行為の中止命令等
福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第４０条第２項 × ○ ×

廃棄物対策課 （廃棄物対策課）
浄化槽保守点検業者登録の
取消等

福岡県浄化槽保守点検
業者の登録に関する条
例

第１４条第１項 ○ ×

廃棄物対策課
筑紫保健福祉環境事
務所長

浄化槽保守点検業者登録の
取消等

福岡県浄化槽保守点検
業者の登録に関する条
例

第１４条第１項 ○ 公開済 ○

廃棄物対策課
宗像・遠賀保健福祉
環境事務所長

浄化槽保守点検業者登録の
取消等

福岡県浄化槽保守点検
業者の登録に関する条
例

第１４条第１項 ○ 公開済 ○

廃棄物対策課
嘉穂・鞍手保健福祉
環境事務所長

浄化槽保守点検業者登録の
取消等

福岡県浄化槽保守点検
業者の登録に関する条
例

第１４条第１項 ○ 公開済 ○

廃棄物対策課
北筑後保健福祉環境
事務所長

浄化槽保守点検業者登録の
取消等

福岡県浄化槽保守点検
業者の登録に関する条
例

第１４条第１項 ○ 公開済 ○

環境保全課 特定施設の計画変更命令等
福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

第１０条第１項
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廃棄物対策課
南筑後保健福祉環境
事務所長

浄化槽保守点検業者登録の
取消等

福岡県浄化槽保守点検
業者の登録に関する条
例

第１４条第１項 ○ 公開済 ○

廃棄物対策課
京築保健福祉環境事
務所長

浄化槽保守点検業者登録の
取消等

福岡県浄化槽保守点検
業者の登録に関する条
例

第１４条第１項 ○ 公開済 ○

廃棄物対策課 知事
個別指定業者の個別指定の
取消等

福岡県廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施
行細則

第８条 × × ×

監視指導課 知事
個別指定業者の個別指定の
取消等

福岡県廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施
行細則

第８条 × × ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
多量保管者に対する措置命
令

福岡県使用済自動車等
の適正な保管の確保に
関する条例

第１０条 × × ×

監視指導課 知事
多量保管者に対する改善命
令

福岡県使用済自動車等
の適正な保管の確保に
関する条例

第１０条 × ○ ×

監視指導課 知事
事故時の応急措置に係る命
令

福岡県産業廃棄物の不
適正処理の防止に関す
る条例

第１１条第２項 × ○ ×

自然環境課 知事 県立自然公園事業改善命令 福岡県立自然公園条例 第９条 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
県立自然公園事業執行認可
取消

福岡県立自然公園条例 第１２条第３項 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
県立自然公園事業原状回復
命令等

福岡県立自然公園条例 第１３条第１項 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
指定認定機関の指定の取り
消し

福岡県立自然公園条例 第２４条第２項 × × ×

自然環境課 知事
普通地域内における措置命
令等

福岡県立自然公園条例 第２７条第２項 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事 原状回復命令等 福岡県立自然公園条例 第２８条第１項 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
生態系維持回復事業計画の
認定取り消し

福岡県立自然公園条例 第３４条 × × ×

自然環境課 知事
公園管理団体の指定の取り
消し

福岡県立自然公園条例 第４６条第１項 × × ×

自然環境課 知事 普通地区内措置命令
福岡県環境保全に関す
る条例

第１８条第２項 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
違反行為の中止、原状回復
命令等

福岡県環境保全に関す
る条例

第２０条 × × ×

自然環境課 知事 無許可開発行為の中止命令
福岡県環境保全に関す
る条例

第３０条 × × ×

自然環境課 知事
捕獲許可者に対する措置命
令

福岡県希少野生動植物
種の保護に関する条例

第１６条第１項 × × ×

自然環境課 知事 捕獲等の許可の取消し
福岡県希少野生動植物
種の保護に関する条例

第１６条第２項 × × ×

自然環境課 知事
所持をしている者に対する
措置命令

福岡県希少野生動植物
種の保護に関する条例

第１９条 × × ×

自然環境課 知事
陳列又は広告をしている者
に対する措置命令

福岡県希少野生動植物
種の保護に関する条例

第２１条 × × ×

自然環境課 知事
監視地区の区域内における
届出に係る行為の禁止等又
は措置命令

福岡県希少野生動植物
種の保護に関する条例

第２８条第２項 × × ×

自然環境課 知事
管理地区及び監視地区の区
域内における行為に係る措
置命令等

福岡県希少野生動植物
種の保護に関する条例

第２９条第２項 × × ×

自然環境課 知事
保護回復事業等の認定の取
消し

福岡県希少野生動植物
種の保護に関する条例

第３６条第３項 × × ×

農山漁村振興課 知事 負担金の徴収
福岡県国営土地改良事
業負担金徴収条例

第２条第１項 × ×

農山漁村振興課 知事
土地改良区からの負担金相
当額の徴収

福岡県国営土地改良事
業負担金徴収条例

第２条第２項 × ×

農山漁村振興課 知事 特別徴収金の徴収
福岡県国営土地改良事
業負担金徴収条例

第５条第１項 × ×

農山漁村振興課 知事
土地改良区からの特別徴収
金相当額の徴収

福岡県国営土地改良事
業負担金徴収条例

第５条第２項 × ×

農山漁村振興課 知事 特別徴収金の徴収
福岡県国営土地改良事
業負担金徴収条例

第６条第１項 × ×

農山漁村振興課 知事
土地改良区からの特別徴収
金相当額の徴収

福岡県国営土地改良事
業負担金徴収条例

第６条第２項 × ×

農山漁村振興課 知事 特別徴収金の徴収
福岡県国営土地改良事
業負担金徴収条例

第７条第１項 × ×

農山漁村振興課 知事
土地改良区からの特別徴収
金相当額の徴収

福岡県国営土地改良事
業負担金徴収条例

第７条第２項 × ×

農山漁村振興課 各農林事務所長 許可の取消等
福岡県土砂埋立て等に
よる災害の発生の防止
に関する条例

第8条 ○ ○ ×

農山漁村振興課 各農林事務所長 措置命令等
福岡県土砂埋立て等に
よる災害の発生の防止
に関する条例

第15条 ○ ○ ×
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漁業管理課 知事 休業による許可の取消し 福岡県漁業調整規則
第20条第1項（同規
則第33条第13項で準
用する場合を含む）

× × ×

漁業管理課 知事
適格性の喪失等による許可
等の取消し

福岡県漁業調整規則
第22条第1項（同規
則第33条第13項で準
用する場合を含む）

× × ×

漁業管理課 知事
漁業関係法令違反による許
可等の取消等

福岡県漁業調整規則
第22条第2項（同規
則第33条第13項で準
用する場合を含む）

× × ○ 非公開

漁業管理課 知事
公益上の必要による許可等
の取消等

福岡県漁業調整規則
第23条第1項（同規
則第33条第13項で準
用する場合を含む）

× × ×

漁業管理課 知事
有害物の遺棄漏せつをした
者に対する除害設備設置命
令等

福岡県漁業調整規則 第44条第2項 × × ×

漁業管理課 知事
漁場内の岩礁破砕等の許可
の取消等

福岡県漁業調整規則 第45条第6項 × × ×

漁業管理課 知事 船長等の乗組み禁止命令 福岡県漁業調整規則 第49条第1項 × × ○ 非公開

漁業管理課 知事
衛星船位測定送信機等の備
え付け命令

福岡県漁業調整規則 第50条 × × ×

水産振興課 知事
港内秩序維持のための移動
命令

福岡県漁港管理条例 第５条 × 〇 公開済 ○

水産振興課 知事 放置物件の除去命令 福岡県漁港管理条例 第８条 × 〇 公開済 ○

水産振興課 知事 原状回復 福岡県漁港管理条例 第１７条 × 〇 公開済 ○

水産振興課 知事 措置命令 福岡県漁港管理条例 第１７条 × 〇 公開済 ○

水産振興課 知事 許可取消 福岡県漁港管理条例 第１７条 × 〇 公開済 ○

水産振興課 知事
公益上の必要による許可の
取消

福岡県漁港管理条例 第１８条第１項 × 〇 公開済 ○

水産振興課 知事 過料 福岡県漁港管理条例 第２５条、第２６条 × × 公開済 ○

港湾課 （港湾課） 施設管理上の使用禁止
福岡県港湾施設管理条
例

第２３条 ○ ○ ○

港湾課 県土整備事務所長 施設管理上の使用禁止
福岡県港湾施設管理条
例

第２３条 ○ 非公開 ○

港湾課 （港湾課） 条例違反による許可の取消
福岡県港湾施設管理条
例

第２４条第１項 ○ ○ ○

港湾課 県土整備事務所長 条例違反による許可の取消
福岡県港湾施設管理条
例

第２４条第１項 ○ 非公開

港湾課 （港湾課） 許可の取消
福岡県港湾施設管理条
例

第２４条第２項 ○ ○ ○

港湾課 県土整備事務所長 許可の取消
福岡県港湾施設管理条
例

第２４条第２項 ○ 非公開

港湾課 （港湾課） 過料
福岡県港湾施設管理条
例

第２９条第１項 ○ ○ 非公開

港湾課 県土整備事務所長 過料
福岡県港湾施設管理条
例

第２９条第１項 ○ 非公開

公園街路課 知事 都市公園利用の禁止 福岡県都市公園条例 第５条

公園街路課 県土整備事務所長 都市公園利用の禁止 福岡県都市公園条例 第５条 ×
公園街路課 指定管理者 都市公園利用の禁止 福岡県都市公園条例 第５条 ×
公園街路課 知事 条例違反による許可の取消 福岡県都市公園条例 第１１条第１項 ○ ○
公園街路課 県土整備事務所長 条例違反による許可の取消 福岡県都市公園条例 第１１条第１項 ×
公園街路課 指定管理者 条例違反による許可の取消 福岡県都市公園条例 第１１条第１項 ×

公園街路課 知事
公益上の理由による許可の
取消

福岡県都市公園条例 第１１条第２項 ○ ○ ○ ○

公園街路課 県土整備事務所長
公益上の理由による許可の
取消

福岡県都市公園条例 第１１条第２項 ○ ○ ○

公園街路課 指定管理者
公益上の理由による許可の
取消

福岡県都市公園条例 第１１条第２項 ○ ○ ○

公園街路課 知事
条例違反による許可の取消
（公園予定地）

福岡県都市公園条例 第１７条 × × ×

公園街路課 知事
公益上の理由による許可の
取消（公園予定地）

福岡県都市公園条例 第１７条 × × ×

公園街路課 知事 過料 福岡県都市公園条例 第１９条 × × ×
都市計画課 知事 登録の拒否 福岡県屋外広告物条例 第２４条の４第１項 × × ○ 公開済
都市計画課 知事 登録の取消等 福岡県屋外広告物条例 第２６条の２第１項 × × ○ 公開済
都市計画課 知事 過料 福岡県屋外広告物条例 第３６条 × × ○ 公開済

会計管理局会計課 知事
領収証紙売りさばき人の指
定取消

福岡県領収証紙条例 第３条第２項 × × ×


